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［
論
文
］「

仏
日
庵
公
物
目
録
」
成
肱
に
関
す
る
一
考
察

｛
要
旨
一

本
報
告
は
、
鎌
倉
の
禅
宗
寺
院
瑞
鹿
山
円
覚
寺
塔
頭
仏
日
庵
に
伝
わ
る
什
物

帳
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
本
目
録
は
中
世
禅
宗
寺
院

に
お
い
て
作
成
さ
れ
伝
存
し
て
い
る
数
少
な
い
什
物
目
録
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
寺
宝
の
種
類
と
構
成
と
が
、
実
際
の
什
物
に
対
す

る
寺
内
で
の
秩
序
意
識
を
克
明
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
か
ら
も
類
を
見
な
い

史
料
と
な
っ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
描
か
れ
た
諸
祖
、
舶
載
さ
れ
た
文
物
と
国
内
の
文
物
、
寺
内

か
ら
流
失
し
た
文
物
、
付
記
さ
れ
た
諸
々
の
情
報
な
ど
が
、
寺
院
内
部
の
什
物

に
対
す
る
意
識
、
寺
内
文
物
の
意
味
や
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
日
本
の
中
世
社
会
で
多
様
な
変
質
を
遂
げ
た
宋
・
元
由
来
の

唐
物
理
解
に
も
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
お
り
、
美
術
史
研
究
に
度
々
引
用

さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
目
録
に
は
多
数
の
補
記
、
訂
正
、
改
変
跡
が
み
ら

れ
、
ま
た
料
紙
そ
の
も
の
も
法
量
、
紙
継
等
に
不
揃
い
な
点
が
見
ら
れ
る
な
ど

検
討
す
べ
き
課
題
も
多
い
．
本
稿
で
は
こ
れ
ら
に
対
し
、
史
料
論
的
な
考
察
を

十
分
に
加
え
、
従
来
、
断
片
的
に
テ
キ
ス
ト
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
本
史
料

を
、
成
立
の
過
程
を
推
論
し
つ
つ
什
物
帳
と
し
て
の
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て

み
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
当
館
総
合
研
究
「
中
枇
東
国
の
仏
教
美
術
」
に
よ
る

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
｝
中
世
円
覚
寺
仏
日
庵
公
物
目
録
唐
物
史
料
論

古

11

元

也

「
仏
Ｈ
庵
公
物
目
録
」
は
円
覚
寺
の
塔
頭
仏
日
庵
の
什
物
目
録
で
あ
り
、
現
状

で
は
全
一
巻
。
墨
付
十
三
紙
か
ら
な
っ
て
い
る
。
奥
書
に
よ
れ
ば
、
元
応
二
年

二
三
二
○
）
に
存
在
し
た
目
録
を
も
と
に
、
僧
「
法
清
」
が
現
物
と
校
合
、
調

査
し
て
、
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
に
作
成
し
た
と
す
る
。
鎌
倉
幕
府
北
条
氏
に

よ
る
庇
護
の
下
、
寺
院
に
集
積
さ
れ
た
唐
物
が
、
次
代
に
は
礼
物
、
賄
賂
等
に
用

い
ら
れ
た
が
、
「
目
録
」
は
合
点
等
で
そ
の
勘
考
を
記
し
、
併
せ
て
什
宝
の
相
承

本
稿
は
、
鎌
倉
に
所
在
す
る
臨
済
宗
寺
院
瑞
鹿
山
円
覚
寺
に
つ
た
わ
る
「
仏
日

（

１

）

庵
公
物
目
録
」
の
成
立
過
程
を
中
心
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
目
録
は
円
覚

寺
塔
頭
仏
日
庵
の
什
宝
を
南
北
朝
期
（
十
四
世
紀
後
半
）
に
ま
と
め
た
も
の
で
、

初
期
禅
宗
寺
院
の
什
物
目
録
と
し
て
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
「
目
録
」
に

所
収
さ
れ
て
い
る
絵
画
、
工
芸
品
等
の
文
物
が
所
蔵
と
の
関
係
で
判
然
と
す
る
当

該
期
の
史
料
は
限
ら
れ
る
た
め
、
寺
院
に
お
け
る
〃
唐
物
〃
を
考
え
る
上
で
避
け

（

２

）

て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
史
料
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
「
目
録
」
に
は
表
記
、

記
述
や
料
紙
の
用
い
方
に
お
い
て
検
討
を
要
す
べ
き
点
も
存
在
し
て
い
る
。
本
稿

で
は
、
目
録
そ
の
も
の
の
書
誌
的
な
考
察
を
中
心
に
、
「
目
録
」
成
立
の
過
程
を

考
察
し
、
こ
の
「
目
録
」
の
史
料
的
な
位
置
付
け
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
。
ま
た
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
知
見
を
も
と
に
、
中
世
の
禅
宗
寺
院
に

お
け
る
什
物
の
機
能
、
公
物
の
意
識
、
目
録
作
成
の
契
機
な
ど
に
触
れ
、
請
来
文

物
で
あ
る
唐
物
の
再
検
討
を
試
み
て
み
た
い
と
思
う
。

は
じ
め
に

｜
、
「
仏
日
庵
公
物
目
録
」
の
記
述
と
序
列

－13－



を
考
慮
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

内
容
は
諸
祖
頂
相
を
筆
頭
に
、
絵
画
、
墨
跡
、
工
芸
の
諸
品
と
由
緒
の
注
記
か

ら
な
っ
て
お
り
、
そ
の
序
列
は
寺
院
内
で
の
序
列
を
反
映
し
て
い
る
。
ま
た
什
物

の
譲
渡
に
よ
る
滅
失
に
重
点
が
置
か
れ
記
録
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
と
な
る
。
墨

跡
、
絵
画
、
工
芸
品
は
、
当
該
期
に
尊
重
さ
れ
て
い
た
唐
物
で
あ
り
、
十
三
世
紀

末
か
ら
十
四
世
紀
半
ば
に
か
け
て
請
来
さ
れ
た
作
品
を
知
り
う
る
数
少
な
い
史
料

の
一
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
請
来
文
物
の
序
列
は
「
目
録
」
の
記
載
に
端
的
に
表
出
さ
れ

て
い
る
。
料
紙
に
は
界
線
が
引
か
れ
る
が
各
項
目
の
位
置
関
係
か
ら
具
体
的
な
序

（

３

）

列
を
容
易
に
導
き
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

諸

祖

頂

相

応

化

賢

聖

絵

分

呈

跡
唐

分

Ｈ

本

分

被

進

方

々

仏

日

庵

絵

以

下

事

法

衣

箱

籠

二

合

内

一

箱

細

々

具

足

在

宝

蔵

三

所

仏

前

御

具

足

承

仕

預

之

本

堂

分

弥

勒

堂

分

観

音

堂

分

預

承

仕

細

々

具

足

．

以

上

小

宝

蔵

入

之

序
列
が
示
す
よ
う
に
、
「
諸
祖
頂
相
」
「
応
化
賢
聖
」
は
最
も
重
要
な
寺
宝
で
あ

り
、
塔
頭
堂
室
を
荘
厳
す
る
「
絵
」
や
「
墨
跡
」
が
次
に
続
く
。
諸
祖
の
法
衣
や

（

４

）

具
足
類
（
工
芸
品
）
は
寺
物
と
し
て
最
後
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
寺

院
の
什
物
帳
に
は
〃
引
継
ぎ
の
た
め
の
現
存
物
品
の
確
認
″
と
い
う
意
図
が
付
随

し
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
「
目
録
」
が
単
な
る
什
宝
目
録
で
な
い
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
事
実
、
「
方
々
へ
進
ら
さ
る
仏
日
庵
絵
以
下
事
」
と
い
う
項
目

や
、
多
数
の
勘
考
痕
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
奥
書
（
第
哩
１
週
紙
）
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。

右
、
元
應
二
年
六
月
十
三
日
、
本
目
録
難
雛
在
之
、
彼
目
録
之
内
、
前
代
々

ミ

時
御
内
之
仁
等
、
或
於
御
前
拝
領
之
、
“
或
元
弘
兵
凱
之
時
於
土
藏
紛
失
之
由

載
之
、
其
上
近
来
長
壽
寺
殿
入
御
之
時
以
下
度
々
被
進
方
々
之
間
、
相
副
本

目
録
、
以
現
在
之
物
所
注
蕊
也
、
価
目
六
如
件
、

貞

治

二

年

四

月

日

法

清

（

花

押

）

要
を
と
れ
ば
、
「
目
録
」
の
什
物
中
に
は
北
条
氏
御
内
人
の
拝
領
や
、
元
弘
争

乱
で
失
わ
れ
た
も
の
、
足
利
尊
氏
の
入
御
以
降
の
進
物
と
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、

現
存
す
る
も
の
を
記
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

勿
論
、
元
応
二
年
台
帳
の
引
き
写
し
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
誤
記
重
複
も
あ
る
た

め
、
公
物
と
し
て
の
重
要
性
と
理
解
に
は
差
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
文
中

「
鉢
」
と
す
べ
き
を
「
躰
」
、
「
跡
」
と
「
蹟
」
、
「
鋪
」
と
「
軸
」
の
混
用
、
「
大
恵
」

「
蜜
庵
」
な
ど
諸
祖
頂
相
中
の
未
分
類
で
の
羅
列
、
総
じ
て
省
略
の
多
い
運
筆
な

ど
、
目
録
と
し
て
の
体
裁
を
重
視
し
元
台
帳
を
書
写
し
た
と
考
え
な
け
れ
ば
理
解

で
き
な
い
部
分
も
多
い
。
第
９
１
ｍ
紙
に
渡
る
「
三
所
仏
前
御
具
足
」
の
記
述
に

は
混
乱
が
生
じ
て
も
い
る
（
〈
〉
は
割
注
を
示
す
。
一
部
注
記
を
省
略
）
。
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本

堂

分

＊

青

磁

香

呂

一

ヶ

古

銅

花

瓶

一

對

＊

朱

言

青

磁

花

瓶

香

呂

一

對

＊

古

銅

香

艫

二

＊

墨

抹

消

碧

一

鈴

一

弥

勒

堂

分

＊

青

磁

＊

朱

書

青

磁

花

瓶

香

呂

一

對

古

銅

香

艫

一

〈

被

＊

盗

〉

＊

吾

損

訂

正

＊

碧

一

＊

朱

書

観

音

堂

分

青
磁
花
瓶
香
呂
一
對
〈
盗
人
破
損
畢
、
／
冊
被
移
寶
藏
花
瓶
香
呂
了
〉

古

銅

花

瓶

一

對

同

香

呂

二

磐

一

各
堂
舎
に
は
、
「
青
磁
花
瓶
香
呂
一
對
」
「
古
銅
香
艫
」
~
と
い
っ
た
仏
前
荘
厳
の

同
じ
什
物
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
亡
失
と
現
在
品
の
認
識
で
混
乱
が
生
じ
て
お
り
、

什
物
の
諸
方
進
上
に
際
し
て
は
、
朱
、
墨
で
数
度
の
訂
正
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

巻
末
に
は
、
料
紙
を
改
め
て
続
く
第
昭
紙
が
あ
り
、
「
法
渭
」
以
下
、
貞
治
四

年
正
月
ま
で
に
三
者
の
署
名
が
続
い
て
い
る
。
当
該
期
に
は
幕
府
に
よ
る
寺
内
規

制
の
要
請
と
寺
家
側
に
よ
る
再
確
認
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
「
目
録
」
内
の
勘

考
も
概
ね
貞
治
四
年
ま
で
に
な
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
目
録
」
の
作
成
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
奥
書
に
「
法
清
」
「
崇
珊
」
「
圭

照
」
三
者
の
署
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
歴
代
三
者
の
手
を
経
て
勘
考
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
「
目
録
」
に
は
墨
書
、
朱
書
に
よ
る
数
度
の
勘
考
痕
が
残

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
三
者
の
手
に
よ
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
記
載
で
は

各
什
物
の
上
部
中
央
、
左
、
右
に
合
点
が
残
さ
れ
て
お
り
、
三
者
の
合
点
が
そ
の

｜
｜
、
「
目
録
」
の
料
紙
と
勘
考

よ
っ
て
、
符
丁
の
手
順
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
．

ａ
・
貞
治
二
年
川
月
の
法
渭
に
よ
る
原
本
作
成

ｂ
，
貞
治
二
年
五
月
十
八
日
の
自
身
に
よ
る
勘
考
と
朱
に
よ
る
訂
正
（
中
央
朱
合
点
）

三
点
に
相
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

実
際
に
は
、
事
情
は
よ
り
複
雑
な
よ
う
で
あ
る
。
合
点
が
記
さ
れ
て
い
な
い
什

物
が
多
々
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
墨
や
朱
に
よ
る
抹
消
、
墨
や
朱
に
よ
る
補
記
、

そ
し
て
何
よ
り
も
著
し
く
不
自
然
な
料
紙
の
寸
法
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（

５

）

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
以
下
に
詳
述
す
る
が
、
該
当
箇
所
の
所
在
に

（

６

）

つ
い
て
は
巻
首
冒
頭
よ
り
付
し
た
行
番
号
で
明
示
し
た
い
（
後
掲
図
版
１
参
照
）
。

（
１
）
合
点
と
抹
消
の
特
徴

「
目
録
」
に
記
さ
れ
て
い
る
合
点
と
抹
消
符
に
つ
い
て
は
、
勘
考
が
な
さ
れ
た

時
代
や
順
序
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
。
関
係
を
整
理
す
る
た
め
に
、
符

丁
の
特
徴
を
列
記
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
．

ａ
・
朱
抹
消
什
物
に
は
朱
合
点
は
付
さ
れ
て
い
な
い
（
血
）
。

（

７

）

ｂ
・
墨
書
は
朱
書
に
よ
り
誤
記
が
訂
正
さ
れ
る
（
帥
‘
蛇
，
蝿
‘
剛
，
唖
）
。

ｃ
，
朱
合
点
は
、
中
央
、
右
、
左
の
順
で
付
せ
ら
れ
て
い
る
。

ｄ
，
墨
右
合
点
、
朱
中
央
、
右
合
点
が
あ
る
も
の
は
貞
治
二
年
十
二
月
二
十
七
日
に
進
物
と

な

る

（

吃

，

伽

）

。

ｅ
・
墨
右
合
点
、
朱
中
央
、
左
右
合
点
が
あ
る
も
の
は
貞
治
四
年
六
月
六
日
に
進
物
と
な
る

（

師

‘

皿

）

。

ｇ
里
抹
消
と
朱
合
点
の
関
係
は
様
々
（
鋤
↑
“
，
帥
，
岨
）

（

８

）

ｈ
，
付
雲
に
よ
る
補
入
も
あ
る
・

ｉ
，
銘
門
「
被
進
方
々
仏
Ｈ
庵
絵
以
下
事
」
に
は
“
を
除
き
合
点
が
な
い
。

ｆ
、
よ
っ
て
、
朱
左
合
点
は
貞
治
二
年
十
二
月
二
卜
七
日
か
ら
同
叫
年
六
月
六
日
ま
で
の
間

に

付

さ

れ

て

い

る

。
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本図版は「仏日庵公物目録」の料紙法量、変色痕、虫損と補入の関係を示すために

｢目録」をトレースしたものである。変色痕に着目すると、料紙の綴合が不自然である

ことがわかる。 また復兀しうる「目録」の記述関係の可能性を矢印で記してある （本文

20頁釈文参照)。該当個所を際だたせるために一部変色筒所、虫損を省略している。版

下として『宋元仏画」 （神奈川県立歴史博物館特別展IX1録、平成19年1011 , 80-81頁）を

川い、一部注記、抹消符や合点などは省略した。

＊トレースは当館野島愛子による。
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ｃ
，
貞
治
二
年
十
月
二
十
八
日
の
崇
珊
に
よ
る
勘
考
（
右
朱
合
点
）

ｄ
・
貞
治
四
年
正
月
二
十
五
日
の
圭
照
に
よ
る
勘
考
（
左
朱
合
点
）

ｅ
，
貞
治
四
年
六
月
六
日
以
降
の
帰
法
都
管
に
よ
る
勘
考
（
墨
右
合
点
）

と
こ
ろ
で
、
前
述
の
特
徴
ｉ
・
は
、
こ
の
目
録
の
成
立
を
考
え
る
上
で
重
要
な

示
唆
を
与
え
て
い
る
。
ｉ
，
に
は
合
点
が
殆
ど
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

寺
外
に
流
出
し
た
什
物
は
本
来
「
目
録
」
記
載
外
の
什
物
で
あ
る
。
「
被
進
方
々

仏
日
庵
絵
以
下
事
」
と
し
て
、
敢
え
て
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
目
録
」
の
意
図

は
あ
る
。
同
項
の
末
に
は
異
筆
で
「
貞
治
四
年
六
月
六
日
」
に
進
物
と
し
た
什
物

が
加
え
ら
れ
て
い
る
（
〃
‘
だ
）
。
こ
の
什
物
は
、
次
々
項
目
「
細
々
具
足
」
中

に
列
記
さ
れ
て
い
る
什
物
と
同
一
物
で
あ
り
、
当
該
項
目
中
で
進
物
の
注
記
が
加

え
ら
れ
な
が
ら
、
再
度
別
項
に
記
述
す
る
念
の
入
れ
よ
う
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
目
録
」
中
、
上
位
に
位
置
す
る
「
応
化
賢
聖
」
「
絵
分
」
項
目

中
に
存
在
し
た
什
物
が
「
被
進
方
々
仏
日
庵
絵
以
下
事
」
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い

る
可
能
性
と
、
「
細
々
具
足
」
と
さ
れ
た
什
物
の
う
ち
、
後
刻
注
記
を
も
つ
文
物

が
重
複
し
て
記
録
さ
れ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
被
進
方
々
仏
日
庵

絵
以
下
事
」
で
「
四
聖
繪
四
鋪
〈
御
賛
魚
藍
馬
郎
婦
／
柳
氏
女
霊
照
女
〉
、

寒
山
拾
得
一
對
〈
虚
堂
賛
〉
、
松
猿
繪
一
對
〈
牧
溪
〉
」
と
さ
れ
る
絵
画
は
、
本
来

「
応
化
賢
聖
」
項
目
中
の
「
魚
藍
一
鋪
〈
御
賛
〉
」
「
馬
郎
婦
一
鋪
〈
御
賛
〉
」

「
柳
氏
女
一
鋪
〈
御
賛
〉
」
「
霊
照
女
一
鋪
〈
御
賛
〉
」
「
寒
山
拾
得
一
對
〈
虚
堂
賛
〉
」

に
排
列
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
も
の
で
あ
り
、
「
松
猿
繪
一
對
〈
牧
溪
〉
」
は
「
絵
分
」

項
目
中
と
し
て
排
列
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、
「
胡
銅
花
瓶
一
双
、

同
香
艫
一
ヶ
〈
隼
人
正
引
出
物
〈
貞
治
四
六
月
／
六
日
〉
／
不
問
和
尚
代
と
「
花

梨
木
茶
桶
一
對
犀
皮
小
盆
一
ヶ
〈
依
田
入
道
引
出
物
〈
同
日
〉
不
聞
和
尚
代
〉
」

「
犀
皮
圖
盆
一
對
〈
小
〉
」
は
、
「
細
々
具
足
」
項
目
中
、
そ
れ
ぞ
れ
「
古
銅
香
艫

一
〈
隼
人
正
引
出
物
／
貞
治
四
六
月
六
日
〉
」
「
花
梨
木
茶
桶
一
對
〈
依
田
入
道
引

出
物
／
貞
治
四
六
月
六
と
「
圓
盆
四
對
〈
犀
皮
四
對
／
現
在
大
少
一
對
〉
〈
一
對

圭
照
都
間
代
紛
失
、
現
在
三
對
〉
」
と
あ
る
も
の
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
目
録
」
、
を
当
該
期
禅
宗
寺
院
の
什
物
帳
と
し
て
考
え
る

場
合
に
は
い
く
つ
か
の
操
作
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
の
第
一

は
、
「
目
録
」
を
旧
に
復
し
て
什
物
と
し
て
の
序
列
を
把
握
す
る
必
要
で
あ
り
、

次
ぎ
に
、
何
が
失
わ
れ
、
何
が
残
さ
れ
て
い
る
か
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

（
２
）
料
紙
か
ら
見
た
「
目
録
」

「
目
録
」
は
、
現
状
一
巻
に
成
巻
さ
れ
桐
箱
に
収
め
ら
れ
た
状
態
で
伝
来
す
る
。

什
物
目
録
は
、
相
承
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
公
験
で
あ
る
か
ら
、
一
般
的
に
は
整

っ
た
料
紙
に
整
っ
た
様
式
で
書
写
伝
来
す
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
こ
の
「
目
録
」

は
料
紙
こ
そ
紙
質
が
均
質
、
同
時
代
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
法
量
（
幅
）

令
払
吻
孝
（
》
Ｃ

【表1】仏日庵公物目録の料紙法量(縦x横cm)

返

紙

紙

紙

紙

紙

紙

紙

紙

紙

紙

紙

紙

紙

紙

径

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

１

２

３

４

１

１

１

１

１

見

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

第

軸

５

３

７

８

０

０

８

９

０

７

８

１

２

６

５

８

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

４

７

２

３

８

３

０

６

８

７

７

４

０

８

８

０

２

３

３

３

４

１

４

４

４

４

４

１

２

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｘ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

０

３

３ 星渡る

墨渡らず

墨渡る

墨渡る

墨渡らず

墨渡らず

墨渡る

墨渡る

星渡らず

墨渡る

墨渡らず

墨渡らず

紙

紙

紙

紙

紙

紙

紙

紙

紙

紙

紙

紙

２

３

４

５

６

７

８

９

扣

桐

担

把

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

１

２

３

４

５

６

７

８

９

㈹

川

佗

(軸補紙）

は
極
度
に
不
揃
い
の

料
紙
を
継
い
で
成
巻

さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
実
測
値
は
具
体

表
１
か
ら
各
紙
紙

幅
が
一
定
で
な
い
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。

的
に
以
下
の
よ
う
に

な
る
。
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特
に
、
第
５
‐
７
，
吃
紙
は
縦
長
の
切
紙
で
あ
る
と
い
え
る
ほ
ど
に
寸
が
短
く
、

伝
来
の
過
程
で
切
除
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
墨
の
渡
り
を
考
え
れ
ば
、

２
１
３
紙
、
５
１
６
紙
、
６
１
７
紙
、
９
１
ｍ
紙
、
ｕ
ｌ
⑫
紙
、
岨
１
画
紙
の
間
に
は

墨
が
渡
ら
ず
、
切
除
部
分
が
存
在
し
た
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
う
ち
、
第
４
，

６
紙
は
、
こ
の
「
目
録
」
の
核
心
で
あ
る
と
指
摘
し
た
「
被
進
方
々
仏
日
庵
絵
以

下
事
」
に
関
わ
る
部
分
で
あ
り
、
寺
外
へ
と
流
出
し
た
什
物
の
記
録
の
変
化
が
料

紙
の
用
法
と
し
て
表
出
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
奥
書
第
吃
紙
部

分
は
、
伝
来
に
際
し
て
何
ら
か
の
改
変
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

｜
方
、
第
８
，
９
，
ｍ
，
、
紙
は
紙
幅
約
蛤
糎
程
度
と
一
定
し
て
お
り
、
大
き

な
改
変
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
「
細
々
具
足
」
項
に
は
、
寺
外
に
流
失
し
た
什

宝
に
つ
い
て
、
多
数
の
注
記
が
施
さ
れ
て
お
り
、
巻
子
装
体
裁
面
に
改
変
を
加
え

る
こ
と
な
く
注
記
で
対
応
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
部
分

は
比
較
的
当
初
に
近
い
状
態
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
目
録
」
作
成
過
程

を
考
え
る
上
で
考
慮
す
べ
き
部
分
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
図
版
１
を
参
照
さ
れ
た
い
。
図
版
１
は
汚
損
に
よ
っ
て
生
じ
た
料
紙

変
色
に
着
目
し
て
排
列
し
た
「
目
録
」
の
全
体
で
あ
る
。
当
初
の
形
態
に
近
い
と

思
わ
れ
る
第
８
ｕ
紙
に
は
比
較
的
自
然
な
変
色
痕
が
残
さ
れ
、
そ
の
位
置
は
規

則
的
に
現
れ
て
い
る
。
規
則
性
が
緩
や
か
な
こ
と
か
ら
、
元
来
は
現
状
よ
り
も
多

く
の
料
紙
が
綴
合
さ
れ
た
巻
子
装
の
一
部
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
痕
跡

が
「
目
録
」
成
立
の
比
較
的
早
い
段
階
で
付
い
て
い
た
こ
と
は
、
第
２
１
７
紙
の

痕
跡
と
比
較
し
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
後
者
に
も
同
様
の
痕
跡
が
残
り
、
し

か
も
切
除
さ
れ
た
部
分
を
補
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
整
合
し
な
い
規
則
性
を
も
っ
て

現
れ
る
の
で
あ
る
。
２
３
紙
、
３
４
紙
、
５
１
７
紙
に
は
切
除
さ
れ
た
部
分
が

そ
こ
で
、
第
２
７
紙
の
復
元
と
、
改
変
過
程
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ

の
「
目
録
」
中
、
「
被
進
方
々
仏
日
庵
絵
以
下
事
」
に
は
、
記
録
し
て
お
く
べ
き

元
什
宝
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
書
風
が
一
様
で
あ
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
「
目
録
」
全
体
は
こ
の
什
物
帳
を
貞
治
二
年
四
月
に
書
き
上
げ
た
法
清

の
筆
跡
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
料
紙
法
量
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
第
１
紙
は
袖
部

分
を
考
慮
す
れ
ば
切
除
部
分
は
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
２
３
紙
、
３
１
４
紙
、

５
７
紙
部
分
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
は
元
台
帳
段
階
で
は
多
く
の
記
述
が
あ

っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
「
目
録
」
奥
書
に
は
元
應
二
年
六
月
十
三
日
付
の
目
録

が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
目
録
」
も
台
帳
と
の
勘
考
結
果
を
基

礎
と
し
て
い
る
。

注
意
し
た
い
の
は
「
被
進
方
々
仏
日
庵
絵
以
下
事
」
に
は
、
本
来
「
応
化
賢
聖
」

「
絵
分
」
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
集
約
さ
れ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

観
応
三
年
（
一
三
五
二
）
足
利
尊
氏
入
御
の
際
の
引
出
物
、
貞
治
元
年
（
一
三
六

二
）
鎌
倉
殿
入
御
の
際
の
引
出
物
、
延
文
四
年
（
一
三
五
九
）
、
康
安
二
年
（
一

三
六
二
）
尾
張
国
に
あ
る
寺
領
相
論
の
際
の
秘
計
、
千
葉
介
宛
て
秘
計
、
貞
治
四

年
二
三
六
五
、
後
筆
）
と
数
度
に
わ
た
る
流
出
が
絵
画
、
具
足
の
順
で
ま
と
め

て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
目
録
」
中
の
注
記
に
「
注
文
／
別
需
在

之
」
と
あ
る
と
お
り
、
別
記
が
あ
り
、
そ
れ
を
盛
り
込
む
か
た
ち
で
作
成
し
て
い

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
仮
に
そ
の
部
分
を
復
元
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

存
在
し
、
そ
れ
を
補
入
す
れ
ば
目
録
部
分
に
つ
い
て
は
十
全
に
復
元
で
き
る
も
の

（

９

）

と
考
え
得
る
の
で
あ
る
。

三
、
「
目
録
」
の
改
変
過
程
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ま
た
具
足
に
つ
い
て
は
、
後
筆
（
貞
治
四
年
六
月
六
日
以
降
）
の
「
胡
銅
花
瓶

一
双
、
同
香
艫
一
ヶ
、
花
梨
木
茶
桶
一
對
、
犀
皮
小
盆
一
ヶ
」
を
除
い
て
、
貞
治

一

應

化

賢

聖

＊

ゴ

チ

ッ

ク

部

分

は

復

元

袖

人

魚

藍

一

鋪

〈

御

賛

〉

馬

郎

婦

一

鋪

〈

御

賛

〉

柳

氏

女

一

鋪

〈

御

賛

〉

雲

照

女

一

鋪

〈

御

賛

〉

寒
山
拾
得
一
對
〈
虚
堂
賛
〉

嚴

陽

獺

噴

一

對

〈

擬

絶

賛

〉

衆

大

道

一

鋪

〈

凝

絶

賛

〉

布

袋

一

鋪

〈

大

恵

賛

〉

三

祖

輝

帥

一

鋪

〈

佛

光

賛

〉

六

祖

一

鋪

〈

兀

庵

賛

〉

四

祖

五

祖

一

鋪

〈

天

Ｈ

賛

〉

毘
砂
門
一
鋪
〈
古
本
／
後
日
被
添
之
〉
君
片
混
一
圖
一
軸

一

繪

分

里

牛

二

鋪

〈

姜

口

章

筆

〉

呈

梅

四

鋪

異

種

菊

花

二

鋪

稿

花

二

鋪

四

季

川

鋪

桃

花

梅

竹

二

鋪

〈

一

山

賛

〉

猿

二

鋪

〈

牧

溪

／

佛

源

賛

〉

里

竹

二

鋪

〈

李

孤

峯

筆

〉

猿

二

鋪

〈

一

山

賛

〉

穂

雀

二

鋪

坐
隙
猿
一
鋪
〈
牧
溪
／
虚
堂
賛
〉
蘆
鴉
二
鋪
〈
彩
色
〉

呂

洞

寳

鐘

離

權

二

鋪

許

由

仲

夫

二

鋪

〈

一

山

賛

〉

龍
虎
二
鋪
〈
徽
宗
皇
帝
／
賛
御
製
〉
蘆
膓
二
鋪
〈
徐
正
達
筆
／
彩
色
〉

閏

二

鋪

〈

趙

幹

〉

龍

一

鋪

〈

立

外

〉

竹

繪

一

對

麿

一

對

山

水

一

對

松

猿

繪

一

對

〈

牧

溪

〉

樹

頭

繪

一

對

〈

有

鶏

牧

溪

〉

観

音

〈

牧

溪

力

〉

山

水

繪

一

對

〈

有

柳

牛

〉

山

水

一

對

蘆

鳫

一

對

猫蘆花山観松
兒膓烏水音猿
二一四一へ繪
鋪對鋪對牧一

溪對へへ

崔彩 力へ
白色 、／牧
筆、／ 溪
／ 、′
彩
色
シ

藻
魚
二
鋪

蘆
鳫
二
鋪

虎
二
鋪
〈
李
適
筆
〉

元
年
ま
で
の
流
出
什
物
は
「
被
進
方
々
仏
日
庵
絵
以
下
事
」
に
、
貞
治
二
年
以
降

は
「
細
々
具
足
」
に
注
記
を
施
す
こ
と
で
対
応
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
こ
こ
で
進
物
と
し
て
進
上
さ
れ
て
い
る
什
物
は
次
の
品
々
で
あ
る
。

犀
皮
圖
盆
一
對
〈
小
〉
、
堆
朱
一
對
、
圓
盆
一
對
〈
犀
皮
大
〉
、
藥
器
一
對

〈
桂
漿
〉
、
湯
蓋
一
對
〈
窒
愛
〉
、
臺
〈
花
梨
木
／
銀
覆
輪
〉
、
古
銅
花
瓶
一
對
、

香

呂

一

ケ

こ
こ
で
、
復
元
し
た
什
物
を
見
て
み
る
と
、
「
応
化
賢
聖
」
で
は
三
行
、
「
絵
分
」

で
は
六
行
の
上
下
段
相
当
分
が
補
え
る
の
で
あ
り
、
第
２
１
３
紙
の
欠
如
部
分
に

ほ
ぼ
相
当
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
が
分
か
る
．
観
応
三
年
（
一
三
五
二
）
に
「
応

化
賢
聖
」
よ
り
割
讓
さ
れ
た
什
物
を
、
「
被
進
方
々
仏
日
庵
絵
以
下
事
」
と
し
て

後
記
す
る
た
め
に
第
２
紙
よ
り
切
除
し
、
ま
た
「
絵
分
」
よ
り
も
失
わ
れ
た
部
分

を
第
３
紙
よ
り
切
除
し
た
結
果
、
第
２
．
３
紙
は
通
常
よ
り
短
い
寸
法
と
な
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
貞
治
二
年
以
降
の
割
讓
は
墨
に
よ
る
抹
消
が
施
さ
れ
て
お

り
、
あ
く
ま
で
も
「
被
進
方
々
仏
日
庵
絵
以
下
事
」
と
し
て
集
約
さ
れ
た
の
は
法

清
が
「
目
録
」
を
作
成
す
る
以
前
の
流
出
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
５
，
７
紙

の
切
除
部
分
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
と
も
に
流
出
什
物
に
関
わ
る
記
述
が
予
想

さ
れ
る
部
分
で
あ
り
、
「
細
々
具
足
」
に
関
わ
る
記
述
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ

れ
る

「
被
進
方
々
仏
日
庵
絵
以
下
事
」
に
記
さ
れ
什
物
を
「
応
化
賢
聖
」
「
絵
分
」

「
細
々
具
足
」
の
三
項
目
に
還
元
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
冒
頭
に
示
し
た
「
目

「
目
録
」
の
復
元
的
考
察
に
よ
っ
て
、
元
応
二
年
二
三
二
○
）
の
什
物
は

四
、
公
物
に
お
け
る
序
列
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録
」
の
構
成
か
ら
逸
脱
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
、
什
物
中
の
何
が

交
換
財
と
し
て
機
能
し
た
か
に
着
目
す
れ
ば
、
除
外
さ
れ
て
い
る
の
は
「
諸
祖
頂

相
」
「
墨
跡
」
「
法
衣
箱
籠
二
合
内
一
箱
」
で
あ
り
、
寺
院
公
物
の
核
で
あ
る
師
資

相
承
に
関
係
す
る
寺
宝
は
堅
く
護
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

一
方
、
進
物
と
し
て
諸
方
に
割
讓
さ
れ
た
「
応
化
賢
聖
」
「
絵
分
」
「
細
々
具
足
」

は
、
寺
院
内
部
に
留
め
置
か
れ
た
文
物
と
は
大
差
が
な
い
が
、
宗
教
性
を
有
す
る

諸
祖
絵
像
等
よ
り
は
観
音
や
人
物
を
描
い
た
道
釈
画
、
花
鳥
山
水
、
虎
、
猫
、
雁

な
ど
が
好
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
勿
論
、
進
物
・
秘
計
と
し
て
寺
外
に
も
た

ら
さ
れ
た
什
物
に
は
受
容
し
た
側
の
選
好
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

（

帥

）

一
般
的
に
は
当
該
の
絵
画
が
唐
物
と
し
て
好
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
注
意
し
た
い
の

（

マ

マ

）

は
「
目
録
」
中
、
「
五
百
羅
漢
箱
一
合
〈
廿
三
補
〉
」
「
十
八
羅
漢
箱
一
合
」
「
十
王

箱
一
合
〈
十
一
鋪
と
は
「
細
々
具
足
」
の
項
に
記
さ
れ
て
お
り
「
絵
分
」
に
は

分
類
さ
れ
て
い
な
い
。
羅
漢
や
十
王
の
図
像
は
讓
渡
の
対
象
と
な
る
「
財
」
と
し

て
の
唐
物
を
代
表
す
る
絵
画
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
で
流
通
す
る
事
実
は
中
世

社
会
に
広
範
に
存
在
し
た
唐
物
受
容
の
機
運
を
裏
付
け
て
い
る
。
「
具
足
」
と
し

て
の
分
類
は
、
崇
敬
の
対
象
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
寺
内
荘
厳
の
什
物
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
「
目
録
」
で
の
序
列
も
下
位
に
位
置
す
る

（

Ⅱ

）

の
で
あ
る
。

具
足
（
工
芸
品
）
で
は
、
割
讓
さ
れ
た
も
の
が
い
ず
れ
も
盆
や
香
炉
、
古
銅
な

ど
で
あ
る
点
が
興
味
深
い
。
威
信
財
と
し
て
の
「
唐
物
」
と
い
う
意
味
で
は
、
公

物
に
頻
出
す
る
「
青
磁
花
瓶
香
呂
一
對
」
等
が
想
起
さ
れ
る
が
、
実
際
に
割
讓
さ

れ
て
い
る
形
跡
は
な
い
。
当
時
隆
盛
し
て
い
た
八
朔
儀
礼
に
お
い
て
も
盆
や
香
箱

と
い
っ
た
文
物
が
相
互
互
換
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
寺
院
内
部
で
保
持

さ
れ
る
べ
き
公
物
と
割
譲
可
能
な
唐
物
は
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

こ
と
は
、
唐
物
と
し
て
包
括
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
文
物
に
寺
宝
と
什
物
と
い

う
区
別
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
の
ち
に
唐
物
の
代
用
物
で
あ
る
木
製
漆
工

（

吃

）

品
が
量
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
素
地
を
提
供
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
什
物
は
将
軍
家
、
土
岐
氏
等
の
守
護
家
と
い
っ
た
幕

府
上
層
部
の
受
容
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
唐
物
理
解
の
主
要
な
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
は

（

喝

）

中
央
権
力
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
円
覚
寺
か
ら
寺
宝
が

送
ら
れ
て
い
る
土
岐
氏
と
の
関
わ
り
で
は
、
建
長
寺
派
と
し
て
東
国
の
禅
宗
寺
院

（

Ｍ

）

と
一
脈
を
通
ず
る
什
物
を
残
す
妙
興
寺
（
愛
知
県
一
宮
市
）
に
、
土
岐
大
膳
大
夫

（

巧

）

入
道
（
頼
康
）
か
ら
の
寺
領
安
堵
目
録
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
妙
興
寺
は
建
長
寺

十
三
世
南
浦
紹
明
を
師
と
し
て
滅
宗
宗
興
が
貞
和
四
年
に
開
い
た
寺
院
で
あ
り
、

文
和
二
年
二
三
五
三
）
に
は
足
利
義
詮
に
よ
り
祈
願
所
と
さ
れ
て
い
る
。
「
目

録
」
の
記
述
と
は
同
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。
永
正
十
八
年
二
五
二
二
四
月
三

（

略

）

日
付
「
慶
甫
宗
誕
遺
物
道
具
目
録
」
に
は
「
香
合
八
別
紅
Ｖ
」
「
盆
八
堆
朱
Ｖ
」
な

ど
が
見
え
、
文
禄
四
年
二
五
九
五
）
三
月
の
「
西
住
庵
校
割
帳
」
に
は
三
幅
一

対
の
墨
絵
で
あ
る
「
芦
葉
達
磨
」
「
五
祖
」
「
六
祖
」
、
「
釈
迦
」
「
不
動
」
「
梅
」

．

（

Ⅳ

）

「
十
六
善
神
」
、
墨
跡
、
三
具
足
な
ど
が
列
記
さ
れ
、
中
世
を
通
じ
て
こ
れ
ら
什
物

が
伝
来
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
円
覚
寺
に
縁
の
あ
る
富
田
荘
を
擁
し
た
土
岐

氏
の
領
国
下
で
は
、
唐
物
受
容
の
素
地
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
「
目
録
」
奥
書
部
分
の
問
題
点
に
言
及
し
、
「
目
録
」
の
性
質
と
作
成

の
過
程
に
つ
い
て
推
論
を
加
え
た
い
。
こ
の
「
目
録
」
第
皿
週
紙
部
分
に
は
、

お
わ
り
に
ｌ
「
目
録
」
の
性
質
と
作
成
過
程
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こ
の
公
物
帳
の
制
作
意
図
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か

し
「
目
録
」
の
原
型
を
書
き
上
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
貞
治
二
年
四
月
日
「
法
清
」

の
署
名
部
分
料
紙
は
、
紙
幅
が
わ
ず
か
に
加
．
２
糎
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
巻
末

第
昭
紙
に
は
相
伝
の
経
緯
を
示
す
、
三
者
の
署
名
が
次
の
よ
う
に
残
さ
れ
て
い
る
。

同
五
月
十
八
日
校
合
渡
進

崇

珊

都

管

詑

法

清

（

花

押

）

同
十
月
廿
八
日
校
合
渡
進

圭

照

都

聞

詑

崇

珊

〈

依

急

病

／

不

及

加

判

〉

貞
治
四
年
〈
乙
巳
〉
正
月
廿
五
日
校
合
渡
進

帰

法

都

管

訪

圭

照

（

花

押

）

注
意
し
た
い
の
は
、
第
⑫
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
「
法
清
」
の
署
名
と
、
第
過
紙

に
記
さ
れ
て
い
る
「
法
清
」
の
署
名
に
微
妙
な
変
化
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

後
者
は
む
し
ろ
最
後
尾
に
署
名
を
す
る
「
圭
照
」
の
書
風
に
近
い
も
の
が
あ
り
、

更
に
い
え
ば
「
崇
珊
」
の
耆
風
も
同
一
で
あ
る
。
尤
も
「
崇
珊
」
は
「
急
病
に
よ

り
加
判
に
及
ば
ず
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
本
人
が
署
判
し
て
い
な
い
こ
と
は
確
実

で
あ
る
。
重
要
な
公
物
確
認
の
目
録
校
合
に
急
病
が
理
由
で
「
加
判
」
し
な
い
点

は
不
審
で
あ
り
、
画
一
的
な
文
言
と
書
風
、
料
紙
寸
法
の
不
自
然
さ
か
ら
す
れ
ば
、

校
合
の
う
え
で
相
伝
し
た
と
い
う
〃
形
式
″
が
重
視
さ
れ
、
第
唱
紙
は
一
筆
で
あ

る
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
．

貞
治
三
年
正
月
に
は
関
東
公
方
足
利
基
氏
よ
り
、
寺
務
規
式
を
全
う
す
く
く
命

（

肥

）

（

四

）

令
が
下
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
う
け
た
形
で
寺
家
評
定
衆
徒
書
出
さ
れ
て
い
る
。

「
當
寺
規
式
条
々
」
と
す
る
こ
の
文
書
に
は
、
「
為
全
公
儀
、
不
論
親
疎
、
固
可
守

此
法
者
也
」
と
し
て
、
「
公
儀
」
に
随
う
決
意
を
表
明
し
て
い
る
が
、
連
署
す
る

一
四
名
中
に
「
法
渭
」
「
都
聞
圭
照
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
「
仏
日
庵
公
物
目
録
」

は
こ
の
よ
う
な
「
公
」
を
意
識
し
た
時
節
に
あ
っ
て
、
「
公
用
」
什
物
の
相
承
を

（

釦

）

意
識
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
貞
治
元
年
十
一
月
の
関
東
公
方
入
御
以

降
、
貞
治
三
年
正
月
ま
で
の
約
一
年
に
渡
り
勘
考
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
と
相
応
す

る
。
「
目
録
」
の
原
型
成
立
と
同
時
期
の
貞
治
二
年
四
月
に
は
、
同
じ
く
法
清
が

（

皿

）

「
円
覚
寺
文
書
目
録
」
を
作
成
し
て
お
り
、
「
目
録
」
が
、
重
言
目
録
と
同
様
の
意

識
で
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
両
者
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も

多
い
が
、
「
法
」
字
、
「
圭
」
字
を
諄
と
し
て
継
承
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
太
平

妙
準
、
玉
峰
妙
圭
に
連
な
る
法
流
と
考
え
ら
れ
る
（
図
版
２
）
。
こ
の
両
者
は
高

峰
顕
日
を
師
と
す
る
同
一
法
流
で
あ
り
、
の
ち
無
学
派
の
中
で
は
隆
盛
を
極
め
た

派
と
な
っ
て
い
る
。
奥
書
に
「
急
病
に
よ
り
加
判
に
及
ば
ず
」
と
さ
れ
た
「
崇
珊
」

は
派
を
異
に
す
る
規
庵
祖
圓
の
門
下
と
考
え
ら
れ
、
実
質
加
判
が
無
く
、
奥
書
三

者
が
圭
照
の
筆
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
の
は
そ
の
こ
と
に
よ
る
。

図版2：無学派

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
目
録
」
は
唐
物
を
含
む
寺
物
を
蓄
積
し
、
相
承

を
繰
り
返
す
中
世
寺
院
の
什
物
管
理
の
一
つ
と
し
て
生
成
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か

（

型

）

と
な
る
。
料
紙
法
量
の
不
均
一
さ
は
伝
来
に
由
来
す
る
法
流
内
部
で
の
確
執
が
反

映
し
て
い
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
点
は
別
槁
に
讓
り
た
い
。
唐
物
研
究
で
は
並
び

利
用
さ
れ
る
室
町
将
軍
家
周
辺
の
名
物
録
で
あ
る
『
君
台
観
左
右
帳
記
」
が
、
同

無
学
祖
元
‐
‐
高
峰
顕
日
引
太
平
妙
準
引
中
山
法
頴
龍
田
法
震
ｌ

’

〒

無

二

法

一

明

湖

法

水

津

庵

法

梁

１

戸Ｆ大喜法析ｌ李高法雲ｌ子文法林玉峰妙圭Ｉ南漠殊鵬磯嬰圭旋ｌ堅中圭密‐規庵祖圓Ｉ蒙山智明引虎森春Ｉ鼎甫崇鎮Ｉ

Ｆ

東

山

崇

忍

巨

閏

崇

間

Ｉ
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朋
に
よ
る
知
識
の
集
積
と
故
実
化
の
伝
言
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
両
者
の

生
成
経
緯
に
は
厳
然
と
し
た
差
異
が
あ
る
。
「
目
録
」
は
寺
院
の
什
物
目
録
、
後

者
は
故
実
書
な
の
で
あ
る
。
当
然
の
よ
う
に
、
寺
物
の
確
認
と
相
承
に
用
い
ら
れ

た
「
目
録
」
は
異
本
、
流
布
本
を
発
生
さ
せ
る
必
然
性
を
も
た
な
い
。

「
仏
日
庵
公
物
目
録
」
は
、
寺
院
内
部
の
重
言
目
録
の
性
格
を
満
た
し
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
原
本
そ
の
も
の
が
重
要
視
さ
れ
る
寺
領
寄
進
状
、
安
堵
状
、
原
本

主
義
の
表
出
で
あ
る
墨
跡
等
と
同
様
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
奥
書
に
お
い

て
相
承
手
続
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
で
正
当
性
の
所
在
を
も
示
し
て
お
り
、
単
な
る

唐
物
目
録
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

主二
一
口（

１
）
写
真
図
版
は
、
本
図
録
の
他
「
研
究
資
料
仏
日
庵
公
物
目
録
」
（
「
美
術
研
究
」
型
）
、

『
鎌
倉
禅
の
源
流
建
長
寺
創
建
剛
年
記
念
特
別
展
」
（
東
京
国
立
博
物
館
編
、
二
○
○

三
年
六
月
）
、
『
鎌
倉
円
覚
寺
の
名
宝
七
百
二
十
年
の
歴
史
を
語
る
禅
の
文
化
」
（
五
島

美
術
館
編
、
二
○
○
六
年
十
月
）
な
ど
が
参
考
と
な
る
。
単
行
害
で
は
玉
村
竹
二
・
井
上

禅
定
『
円
覚
寺
史
」
（
春
秋
社
、
一
九
六
四
年
十
二
月
）
、
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
編
「
神

奈
川
県
文
化
財
図
鑑
』
（
耆
跡
編
）
、
川
副
武
胤
「
鎌
倉
の
禅
宗
寺
院
」
二
鎌
倉
市
史
」
）

な
ど
参
照
。
活
字
本
は
「
美
術
研
究
」
（
二
○
）
、
「
茶
道
古
典
全
集
」
（
二
）
、
『
日
本
思
想

大
系
」
（
二
三
）
な
ど
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
は
「
ぶ
つ
に
ち
あ
ん
こ
う
も
つ

も
く
ろ
く
」
と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
「
く
も
つ
も
く
ろ
く
」
と
す
る
ほ
う
が
よ
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
本
稿
で
は
以
下
「
目
録
」
と
す
る
。

（
２
）
「
仏
日
庵
公
物
目
録
」
が
禅
宗
寺
院
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
唐
物
と
の
関
わ
り
で
利
用

さ
れ
る
こ
と
は
多
い
の
だ
が
、
と
も
す
れ
ば
個
々
の
作
者
や
名
辞
の
み
に
着
目
さ
れ
る
こ

と
も
多
い
。
本
報
告
で
は
、
史
料
と
し
て
の
性
格
を
ま
ず
確
定
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い

て

い

る

。

（
Ⅱ
）

、
、
１
ノ
ダ

（
Ⅲ
）

へへへへ

9 8 7 6
………~

へ

5
… ~4~

（
３
）

高
橋
範
子
「
仏
日
庵
公
物
目
録
の
世
界
宋
代
禅
宗
文
化
の
風
、
満
ち
る
」
今
日
本
の
国

宝
」
別
冊
７
、
二
○
○
○
年
七
月
、
朝
日
新
聞
社
）
。

仏
日
庵
公
物
目
録
に
展
開
さ
れ
て
い
る
品
物
の
秩
序
は
、
初
期
禅
宗
寺
院
内
部
に
お
け
る

価
値
観
を
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
記
さ
れ
た
も
の
の
内
、
現
存
作
品
は
少

な
い
が
、
そ
の
ま
と
ま
り
の
意
義
に
つ
い
て
は
高
橋
範
子
氏
の
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。

本
稿
は
、
平
成
十
九
年
十
月
に
開
催
さ
れ
た
「
宋
元
仏
画
」
展
の
展
示
準
備
に
係
わ
る
調

査
研
究
の
成
果
に
負
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
「
目
録
」
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
事
前
調
査
を

当
館
が
か
っ
て
作
成
し
た
レ
プ
リ
カ
に
よ
っ
て
綿
密
に
行
っ
た
。
展
示
準
備
に
際
し
料
紙

各
紙
の
法
量
や
筆
跡
な
ど
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
伝
存
過
程
に
お
け
る
錯
簡

や
亡
失
の
可
能
性
を
考
え
得
た
。
そ
の
後
、
円
覚
寺
で
行
わ
れ
る
秋
季
「
風
入
れ
」
お
よ

び
展
示
等
で
実
地
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
展
示
に
際
し
て
は
現
在
成
巻
さ
れ
て
い
る
公
物

目
録
の
法
量
、
文
字
校
訂
、
状
態
確
認
な
ど
を
お
こ
な
っ
た
。
若
干
の
朱
の
槌
色
、
レ
プ

リ
カ
作
成
の
際
の
遺
漏
等
が
確
認
さ
れ
た
。

見
出
し
、
各
什
宝
、
割
注
な
ど
も
含
め
て
一
律
に
整
序
番
号
を
付
し
た
。

朱
墨
で
「
現
在
ｌ
」
と
記
す
も
の
が
多
い
。

第
八
紙
上
段
「
竹
絵
一
対
」
「
竹
絵
二
な
ど
に
付
雲
の
跡
が
残
る
。

料
紙
の
同
一
箇
所
に
同
様
に
現
れ
る
た
め
、
直
径
皿
糎
ほ
ど
の
巻
子
装
周
同
上
に
位
置
し

て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
文
言
Ｈ
録
等
、
仏
日
庵
に
関
わ
る
他
の
公
験
と
と
も
に
綴
合
さ

れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
料
紙
に
は
こ
の
ほ
か
虫
損
痕
跡
も
複
数
認
め
ら
れ
る
が
、
こ

れ
ら
は
８
糎
程
度
で
規
則
性
を
も
つ
。
よ
っ
て
、
直
径
２
．
５
糎
程
度
の
巻
子
装
が
推
測

さ
れ
、
現
状
に
近
い
状
態
で
付
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

土
岐
氏
に
よ
る
絵
画
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
白
水
正
「
土
岐
氏
時
代
の
絵
向
に
つ
い
て
」

（
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
編
『
特
別
展
土
岐
氏
の
時
代
ｌ
」
、
一
九
九
円
年
一
○
Ⅱ
）
が
要

を
得
て
詳
し
い
。

こ
の
記
述
は
軸
を
収
納
す
る
箱
の
み
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
ｌ
鋪
」
と
し
て
い

る
の
で
明
ら
か
に
画
像
を
含
ん
だ
記
述
で
あ
る
。
中
世
に
は
建
長
寺
派
で
あ
っ
た
尾
張
国

（
愛
知
県
一
宮
市
）
妙
興
寺
に
は
次
の
よ
う
な
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
「
覚
阿
京
上
料
足
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（
肥
）
前
掲
註
焔
、
四
七
五
号
文
言
参
照

（
灯
）
前
掲
註
賜
、
五
二
七
号
文
言
参
照

公
事
上
洛
入
目
〈
寛
正
川
（
一
四
六
三
）
癸
未
三
月
四
日
洛
上
至
六
月
七
日
下
着
〉
」
と

題
す
る
用
途
帳
（
活
字
本
で
は
「
新
編
一
宮
市
史
」
（
資
料
編
五
）
所
収
、
四
○
四
号

文
耆
、
一
九
六
○
年
七
月
）
は
寛
正
年
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
「
拾
五
貫
文
羅
漢

質
」
「
五
貫
文
西
住
三
具
足
質
分
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
使
者
の
京
上
に
際
し
て
、
羅

漢
（
お
そ
ら
く
図
像
）
や
三
具
足
を
質
入
れ
し
て
旅
費
を
捻
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
余

剰
財
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
る
什
物
を
換
金
し
て
い
る
同
様
な
事
例
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
「
目
録
」
に
は
、
貞
治
年
間
に
尾
張
国
で
発
生
し
た
寺
領
富
田
荘
の
相
論
に
際
し
て
、

種
々
の
進
物
が
贈
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
土
岐
光
録
方
、
依
田
入
道
に
対
す
る

「
秘
計
」
は
、
こ
の
よ
う
な
唐
物
で
あ
っ
た
。
「
財
」
と
し
て
の
唐
物
は
、
そ
れ
を
受
容
す

る
素
地
が
な
け
れ
ば
「
財
」
た
り
得
な
い
。

（
吃
）
古
川
元
也
「
鎌
倉
彫
と
鎌
倉
物
’
三
条
西
実
隆
の
意
識
か
ら
ｌ
」
（
「
神
奈
川
県
立
博
物
館

研
究
報
告
（
人
文
科
学
）
」
第
”
号
、
二
○
○
一
年
三
川
）
。
関
周
一
「
唐
物
の
流
通
と
消

費
」
（
「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
」
第
蛇
集
、
二
○
○
二
年
川
月
）
・

（
蝿
）
土
岐
氏
と
画
業
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
「
美
濃
明
細
記
」
（
伊
東
実
臣
著
、
元
文
三
年

（
一
七
三
八
）
成
立
）
参
照
。
「
満
済
准
后
日
記
』
、
水
享
五
年
（
一
川
三
三
）
八
月
十
七
日

条
に
は
、
「
土
岐
大
膳
大
夫
（
土
岐
持
頼
）
来
、
本
尊
一
幅
随
身
龍
眠
筆
」
と
あ
る
の
で
、

十
五
世
紀
前
半
に
は
李
龍
眠
の
な
ん
た
る
や
は
存
知
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
皿
）
妙
興
寺
に
は
質
量
共
に
屈
指
の
古
文
書
（
重
要
文
化
財
）
の
他
、
「
彫
根
来
大
香
合
」
（
県

重
要
文
化
財
）
、
良
全
画
「
白
衣
観
音
」
、
「
仏
道
二
教
諸
尊
図
」
「
十
六
羅
漢
像
」
（
い
ず

れ
も
重
要
文
化
財
）
な
ど
南
北
朝
、
中
国
宋
元
絵
画
が
多
数
伝
来
し
て
い
る
。
『
妙
興
寺

の
絵
画
名
宝
展
」
（
一
宮
市
博
物
館
編
、
二
○
○
一
年
四
月
）
参
照
。
現
在
、
妙
心
寺
派
。

（
妬
）
「
新
編
一
宮
市
史
」
（
資
料
編
五
）
所
収
、
「
滅
宗
宗
興
自
筆
妙
興
寺
重
耆
目
録
」
（
一
六
六

号
文
言
）
に
は
「
一
通
、
将
軍
家
目
録
末
二
有
之
、
土
岐
大
膳
大
夫
入
道
〈
法
名
善
忠
〉

為
外
題
目
録
、
同
寄
附
諸
日
一
那
寄
進
状
等
」
と
あ
る
。
こ
の
目
録
は
寺
内
で
も
非
常
に
重

ん
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

（
岨
）
貞
治
三
年
正
月
二
十
九
日
付
関
東
公
方
足
利
基
氏
御
教
耆
（
「
円
覚
寺
文
書
」
、
「
神
奈
川

県
史
」
資
料
編
３
上
、
四
川
九
○
号
文
書
）
参
照
。

（
⑲
）
貞
治
三
年
正
月
付
円
覚
寺
評
定
衆
連
署
碇
耆
（
「
円
覚
寺
文
壽
」
、
『
神
奈
川
県
史
」
資
料

編
３
上
、
四
四
九
一
号
文
書
）
参
照
。

（
鋤
）
貞
治
六
年
四
月
付
下
野
国
鍵
阿
寺
別
当
頼
仲
定
書
（
「
鰻
阿
寺
文
書
」
、
「
神
奈
川
県
史
」

資
料
編
３
上
、
四
四
九
八
号
文
言
）
に
は
「
三
宝
物
私
用
之
普
」
の
記
述
が
あ
り
、
公
儀

御
祈
祷
所
た
る
寺
院
の
寺
物
は
本
質
的
に
「
公
用
」
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
識
が
働
い
て

い

た

こ

と

が

分

か

る

。

（
証
）
円
覚
寺
文
書
目
録
（
「
Ⅲ
覚
寺
文
書
」
、
「
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
３
上
、
四
四
九
一
号
文

言
）
参
照
。
同
書
に
は
応
安
三
年
（
一
三
七
○
）
二
月
二
十
七
日
に
崇
鎮
に
よ
り
追
記
が

な

さ

れ

て

い

る

。

（
聖
什
物
帳
、
校
割
帳
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
「
宋
元
仏
画
」
（
平
成
十
九
年
度
特
別
展
図
録
、

平
成
十
九
年
、
十
月
）
所
収
の
論
考
編
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
位
置
付
け
た
。

イ

、

作

成

の

機

会

ａ

寺

内

に

お

け

る

世

代

交

代

雑

中

興

開

山

、

新

派

の

創

出

な

ど

が

契

機

に

な

る

こ

と

が

多

い

ｂ

政

権

交

代

癖

大

規

模

な

権

力

機

構

の

変

化

に

伴

う

安

堵

、

礼

物

進

上

の

必

要

性

か

ら

作

成

ロ

、

作

成

の

Ｈ

的

ａ

正

統

性

の

確

保

卵

文

書

の

相

承

が

正

当

性

を

示

す

。

ｂ

財

産

の

確

定

と

相

承

》

文

言

の

相

承

が

裏

付

と

な

る

。

ｃ

余

剰

財

の

確

認

韓

進

ｔ

（

秘

計

）

や

交

換

（

相

博

）

可

能

な

什

物

の

確

認

。
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